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○ 総 務 省 告 示 第    号  

 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 号 ） 第 三 十 五 条 の 二 十 六 第 一 項 （ 同 令 第 四 十

四 条 の 二 第 六 項 及 び 第 四 十 五 条 の 八 第 八 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、

昭 和 六 十 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 二 十 八 号 （ 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 の 細 目 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  林   芳 正  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し

、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。

別紙３ 
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  改   正   後   改   正   前  
（ 総 合 品 質 ）  

第 五 条  ［ 略 ］  

［ ２  略 ］  

３  規 則 第 三 十 五 条 の 二 十 六 第 一 項 （ 規 則 第 四 十 四 条 の 二 第 六 項 及 び 第 四 十 五 条 の 八 第 八 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 総 合 品 質 の 基 準 は 、 電 気 通 信 事 業 者 の 用 い る モ バ イ

ル 網 固 定 電 話 用 設 備 に 接 続 す る 端 末 設 備 等 相 互 間 に お い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も

の と す る 。  

一          863 勧 告 に お け る      値 を 三 ・ 一 を 超 え る 値 と し 、   114 勧 告 に

お け る 平 均 遅 延 の 値 を 四 〇 〇 ミ リ 秒 未 満 と す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 値 を 算 出 で き る 確 率 が

〇 ・ 九 五 以 上 で な け れ ば な ら な い 。  

二          863 勧 告 に お け る      値 を 三 ・ 六 を 超 え る 値 と し 、   114 勧 告 に

お け る 平 均 遅 延 の 値 を 五 〇 〇 ミ リ 秒 未 満 と す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 値 を 算 出 で き る 確 率 が

〇 ・ 九 五 以 上 で な け れ ば な ら な い 。  

４  ［ 略 ］  

（ 総 合 品 質 ）  

第 五 条  ［ 同 上 ］  

［ ２  同 上 ］  

［ 新 設 ］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  [ 同 上 ] 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  

ＩＴＵ―Ｔ Ｐ． 

ＰＯＬＱＡ 

ＰＯＬＱＡ 

Ｇ． ＩＴＵ―Ｔ Ｐ． 

Ｇ． 
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 八 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

２  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和  年 総 務 省 令 第    号 ） 附 則 第 三 条 第

二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 令 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 事 業 用 電 気 通 信 設 備 規 則 第 三 十 五 条 の 二 十

六 （ 同 令 第 四 十 四 条 の 二 第 六 項 及 び 第 四 十 五 条 の 八 第 八 項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 の 例 に よ り 届 出 を し よ う と す る 者 は 、 こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に お い て も 、 こ の 告 示 に よ る 改

正 後 の 昭 和 六 十 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 二 十 八 号 第 五 条 第 三 項 の 規 定 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

 
 

 


